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こども家庭庁支援局長  

 

 

社会的養護自立支援拠点事業等の実施について 

 

 

 児童養護施設等への措置を解除された者等（以下「措置解除者等」という。）は、措

置が解除された後も家庭による支援が見込みづらいことや、自立に当たって困難を抱え

る場合が多いことから、自立に向けた適切な支援を行うことも重要である。 

 このため、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号）において、

措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うことを都道府県の業

務として位置づけるとともに、措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支

援につながらなかった者等が相互の交流を行う場所を開設し、情報の提供、相談及び助

言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行う

事業を創設したところである。 

このため、下記を定め、令和６年４月１日から実施することとしたので、その適正か

つ円滑な実施を図られたく通知する。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項の規定

に基づく技術的な助言である。 

 

記 

 

第１ 事業の種類 

 １ 社会的養護自立支援拠点事業 

 ２ 休日夜間緊急支援事業 

 ３ 社会的養護自立支援実態把握事業 

 

第２ 事業の実施 

 各事業の実施は次によること。 

 １ 社会的養護自立支援拠点事業実施要綱（別紙１） 

 ２ 休日夜間緊急支援事業実施要綱（別紙２） 

 ３ 社会的養護自立支援実態把握事業実施要綱（別紙３）  
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（別紙１） 

 

社会的養護自立支援拠点事業実施要綱 

 

１ 目的 

  措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等

（以下「社会的養護経験者等」という。）の孤立を防ぎ、社会的養護経験者等を必要

な支援に適切につなぐため、相互の交流を行う場所を開設し、必要な情報の提供、相

談及び助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整を行うとともに、

これらの者が帰住先を失っている場合等において、状況が安定するまで一時的に滞在

させ、居住支援や生活支援を行うこと等により、将来の自立に結びつけることを目的

とする。 

 

２ 社会的養護自立支援拠点事業者 

 社会的養護自立支援拠点事業者（以下「事業者」という。）は、地方公共団体及び

社会福祉法人等であって都道府県知事等（都道府県知事、指定都市の長又は児童相談

所設置市の長をいう。以下同じ。）が適当と認めた者とする。 

 

３ 対象者 

 （１）本事業の対象者は、次のいずれかに該当する者であって、都道府県知事等が支

援を行うことが必要と判断した者とする。 

   ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 

② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置を

解除された者 

③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 

④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 

⑤ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 33 条第１項

又は第２項の規定により一時保護が行われていた者 

⑥ 法第 26 条第１項第２号又は第 27 条第１項第２号に規定される指導が行われ

ていた者 

⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であっ

て、社会的養護自立支援拠点事業所（以下「事業所」という。）において支援

が必要と認める者 

（２）また、５（１）から（５）までに掲げる事業については、次のいずれかに該当

する者であって、都道府県知事等が支援を行うことが必要と判断した者も対象と

する。 

  ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親へ委託されている者 

② 児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設へ入所措置されてい

る者 
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③ 母子生活支援施設における保護を受けている者 

④ 児童自立生活援助の実施をされている者 

 

４ 実施体制 

 （１）本事業の実施に当たっては、支援コーディネーター（管理者）、生活相談支援

員及び就労相談支援員を配置すること。 

（２）支援コーディネーター（管理者）は、事業所の適切な運営を管理するほか、対

象者の将来の自立に向けて、支援計画の策定やその他支援全体を統括する者であ

り、次のいずれかに該当する者とする。 

ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 

イ 児童福祉事業又は社会福祉事業に通算５年以上従事した者 

ウ 都道府県等が、ア又はイに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 

（３）生活相談支援員は、居住、家庭、交友関係、将来に係る不安等に関する相談そ

の他必要に応じた適切な支援を行う者であって、次のいずれかに該当する者とす

る。 

ア 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号）第

43条各号のいずれかに該当する者（児童指導員の資格を有する者） 

イ 都道府県等が、アに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 

（４）就労相談支援員は、適切な相談・助言や情報の提供等により就労相談その他必

要な支援を行う者であって、都道府県知事等が適当と認める者とする。 

 

５ 事業内容 

 （１）相互交流の場の提供 

   ア 対象者が、意見交換や情報交換、自助グループ活動を気軽に行うことができ

る場を提供し、必要に応じて対象者からの相談に応じる等の支援を行うこと。

その際、単に場を提供するだけではなく、事業所が主体となって相互交流する

機会を企画・実施するよう努めること。 

   イ 相互交流の場が、対象者にとって安心して過ごすことができ、心身の安全が

確保された場となるよう努めるとともに、対象者同士や職員等とのトラブルを

防止するため、利用における遵守事項をあらかじめ定めること。 

 （２）支援計画の策定 

   ア 生活や就労等に困難な課題を抱えており、事業所における継続的な支援が必

要であると判断した者について、支援コーディネーター（管理者）は支援計画

を策定すること。 

   イ 支援計画の策定に当たっては、対象者の意向を十分に踏まえるとともに、対

象者の心身の状況や生活状況など、必要な情報を収集した上でアセスメントを

行い、支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のための具体的な

支援内容や方法などを定め、事前に対象者に対して支援計画の内容を十分に説

明し、対象者が主体的に取り組めるよう配慮すること。 
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また、必要に応じて児童相談所や市町村（こども家庭センターを含む。）、

児童福祉施設、医療機関、就業支援機関等の関係機関の意見を踏まえて策定す

ること。 

ウ 対象者の生活状況等に変化が生じた場合には、変化の状況に応じて速やかに

支援計画の見直しを行うとともに、必要に応じて関係機関とも共有すること。 

エ 支援計画の策定の有無にかかわらず、生活上の問題と求職上の問題は密接に

関係することから、生活相談支援員と就労相談支援員が連携するのみならず、

支援コーディネーター（管理者）も含め、対象者に必要な支援を行うこと。 

オ なお、支援計画は、支援終了後、少なくとも５年間は適切に管理・保管する

こと。 

 （３）相談支援 

ア 居住、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題や、求職上の

問題等について相談に応じ、必要に応じて他の関係機関と連携する等により支

援を行うこと。 

イ 電話やメール、ＳＮＳ等による相談など、対象者が相談しやすい環境づくり

を行うとともに、ＳＮＳ等を活用したプッシュ型の情報発信に努めること。 

また、電話やメール、ＳＮＳ等による相談のみならず、通いによる支援のほ

か、アウトリーチ型支援（訪問支援）についても、必要に応じて実施するこ

と。 

 なお、相談を受けた際、単に情報提供や助言等を行うだけではなく、医療機

関の受診、就労支援機関の利用、行政手続き等の同行支援など、対象者のニー

ズに応じた適切な支援を行うこと。 

ウ 対象者に係る基礎的事項、相談内容及び支援状況等を記録するとともに、一

定期間、適切に管理・保管すること。 

（４）心理療法支援 

  対象者に心理療法が必要な場合に適切に支援できるよう、精神科医や公認心理

師等の心理療法担当職員を配置すること。 

（５）法律相談支援 

  対象者が金銭トラブルや契約トラブル等を抱えている場合等、法律相談が必要

な場合に適切に支援できるよう、弁護士等を嘱託契約等により配置すること。 

（６）一時避難的かつ短期間の居場所の提供 

ア 対象者が帰住先を失っている場合など、状況が安定するまでの間、対象者が

安心して過ごすことのできる居場所や食事の提供を行うとともに、衣類等の日

用品を支給又は貸与するなどを含めた日常生活上の支援を行うとともに、生活

や就労等の相談支援についても併せて行うこと。 

イ 居場所の提供については、原則として６か月を超えない範囲で都道府県等が

定める期間内で実施すること。 

ウ 居場所の提供に当たっては、対象者の安全及び衛生の確保並びにプライバシ

ーの保護に配慮した上で、対象者が孤立することのないよう、定期的に連絡を
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取ることや様子を確認するとともに、事業所内外でのトラブルを防止するた

め、利用における遵守事項をあらかじめ定めること。 

エ 事業所内において、居場所を提供することが困難である場合には、民間賃貸

住宅等を活用することや、都道府県等が設置した公営住宅などの賃貸住宅に一

定枠を設けること等により提供することも可能とする。 

  なお、日常生活上の支援、金銭管理の指導、自立した生活を営む上での不安

や悩み等の相談に応じることができるよう、支援体制について十分に配慮する

こと。 

 

６ 設備 

５に掲げる事業の実施にあたっては、次の設備を設けるものとする。 

なお、５の（６）に掲げる事業を実施する場合、対象者が一時的な生活をするため

に必要な設備を設けること。 

 （１）事務室 

（２）相談室 

（３）対象者が相互交流ができる設備 

 （４）その他、事業を実施するために必要な設備 

 

７ 留意事項 

（１）５の（１）から（３）までに掲げる事業は必須とし、５の（４）から（６）ま

でに掲げる事業は、対象者のニーズ等を十分に踏まえた上で、都道府県等の状況

に応じて行うことができることとする。 

（２）事業所は、運営方針、職員の職務内容、支援内容、金銭及び物品管理の方法、

対象者の権利擁護に関する事項等、運営規程を定めること。このほか、事業の実

施に当たっては、「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライン」（令和

６年３月 30 日付けこ支家第 186 号こども家庭庁支援局長通知）で示した内容を

十分に踏まえて実施すること。 

なお、一時避難的かつ短期間の居場所の提供に当たり、対象者の所持する物の

保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法等を定めるとともに、

対象者に説明し同意を得ることとし、保管の状況等を月に１回以上対象者に知ら

せること。 

また、事業者は、対象者の金銭や通帳等を保管するに当たっては、民法上の財

産管理権を有しているものではないため、対象者へ説明するとともに、同意を得

た上で取り扱うこと 

（３）事業所の職員は、対象者の意向を尊重するとともに、対象者との信頼関係の構

築にも努めること。また、事業所は、対象者の権利擁護及び虐待防止を図るた

め、職員に対する研修の実施や、苦情を受け付けるための窓口の設置等、必要な

措置を講ずること。 

 （４）一時避難的かつ短期間の居場所の提供を行う際、対象者が未成年者の場合は、
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親権者へ連絡した上で支援を実施することが望ましいが、親権者への連絡に当た

っては、親子関係等に十分配慮した上で実施すること。 

ただし、親権者に連絡することにより、対象者の生命及び身体等に危険が生じ

るおそれがある場合や、親権者に連絡することを対象者が強く拒否している場合

等においては、児童相談所等の関係機関と十分連携・協議した上で、対象者にと

って安全・安心の確保に最善となる対応を行うこと。 

 （５）個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間での情報の共有に努める

とともに、法第 34 条の７の２第５項において、本事業に従事する者について守

秘義務が課されていることを踏まえ、適切な対応を実施すること。 

（６）関係機関で情報共有を行うことについて、対象者から支援開始時点等で同意を

得ておくこと。ただし、同意を得られない場合においても、必要に応じて都道府

県（児童相談所を含む。）、市町村（こども家庭センターを含む。）及び要保護

児童地域対策協議会など、関係機関で情報共有を行うこと。 

（７）支援終了後、関係機関により引き続き支援を行う場合には、必要に応じて対象

者の状況等について、丁寧な情報提供を行うこと。 

 （８）対象者が都道府県等の管内に居住していない場合であっても、緊急を要する場

合には支援を行うこと。 

（９）対象者が都道府県等の管外に転居する場合においても、転居先の関係機関とも

連絡調整を行う等、転居先においても必要な支援が行われるよう努めること。 
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（別紙２） 

 

休日夜間緊急支援事業実施要綱 

 

１ 目的 

  休日夜間に緊急で一時避難が必要な者を社会的養護自立支援拠点事業所等で受け入

れ、他の必要な支援につなぐまでの一時避難場所を提供することを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  本事業の実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市（以下「都道府県等」

という。）とする。 

なお、都道府県等は、５に掲げる事業内容の全部又は一部について、当該事業を適

切に実施することができると認めた者に委託して実施することができる。 

 

３ 対象者 

  本事業の対象となる者は、次のいずれかに該当する者であって、都道府県等が休日

夜間に緊急で一時避難が必要と判断した者とする。 

 ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託が解除された者 

② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への入所措置が

解除された者 

③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 

④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 

⑤ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 33 条第１項又は

第２項の規定により、一時保護が行われていた者 

⑥ 法第 26 条第１項第２号又は第 27 条第１項第２号に規定される指導が行われてい

た者 

⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であって、休

日夜間緊急支援事業所（以下「事業所」という。）において支援が必要と認める者 

 

４ 実施体制 

 （１）本事業の実施に当たっては、休日夜間緊急支援員を配置すること。 

（２）休日夜間緊急支援員は、受入要否を判断するとともに、他の必要な支援につな

ぐまでの支援を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とする。 

ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 

イ 児童福祉事業又は社会福祉事業に通算５年以上従事した者 

ウ 都道府県等が、ア又はイに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 

 

５ 事業内容 

 ア 対象者から支援の申出があった場合、その相談に応じ、対象者の心身の状況や生
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活状況など、必要な情報を収集した上でアセスメントを行い、受入要否を判断する

こと。 

 イ その際、対象者に係る基礎的事項、相談内容及び支援状況等を記録するとともに、

一定期間、適切に管理・保管すること。 

ウ 対象者が休日夜間に緊急で一時避難が必要と判断した場合は、他の必要な支援に

つなぐまでの間、対象者が安心して過ごすことのできる居場所や食事の提供を行う

とともに、衣類等の日用品を支給又は貸与するなどを含めた日常生活上の支援を行

うこと。ただし、一時的な避難（１日から２日程度）を原則とする。 

エ 居場所の提供に当たっては、対象者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの

保護に配慮した上で、対象者が孤立することのないよう、定期的に連絡を取ること

や様子を確認するとともに、事業所内外でのトラブルを防止するため、利用におけ

る遵守事項をあらかじめ定めること。 

オ 事業所内において、居場所を提供することが困難である場合には、民間賃貸住宅

等を活用することや、都道府県等が設置した公営住宅などの賃貸住宅に一定枠を設

けること等により提供することも可能とする。 

 

６ 設備 

５に掲げる事業の実施にあたっては、次の設備を設けるものとする。 

ただし、社会的養護自立支援拠点事業所等に附置している場合は、当該事業等の運

営上支障が生じない場合には、附置される事業所等と設備の一部を共有することは差

し支えない。 

 （１）事務室 

（２）相談室 

 （３）対象者が一時的な生活をするために必要な設備 

 （４）その他事業を実施するために必要な設備 

 

７ 留意事項 

 （１）居場所の提供を行う際、対象者が未成年者の場合は、親権者へ連絡した上で支

援を実施することが望ましいが、親権者への連絡に当たっては、親子関係等に十

分配慮した上で実施すること。 

ただし、親権者に連絡することにより、対象者の生命及び身体等に危険が生じ

るおそれがある場合や、親権者に連絡することを対象者が強く拒否している場合

等においては、児童相談所等の関係機関と十分連携・協議した上で、対象者にと

って安全・安心の確保に最善となる対応を行うこと。 

 （２）個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間での情報の共有に努める

とともに、職員が業務上知り得た情報を漏らすことがないよう、個人情報の取扱

い等について守秘義務を課すこと。 

なお、事業の全部又は一部を委託して実施する場合は、委託先との契約におい

ても守秘義務を課すこと。 
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（３）関係機関で情報共有を行うことについても、対象者から支援開始時点等で同意

を得ておくこと。ただし、同意を得られない場合であっても、必要に応じて都道

府県（児童相談所を含む。）、市町村（こども家庭センターを含む。）及び要保

護児童地域対策協議会など、関係機関で情報共有を行うこと。 

 （４）都道府県等は、対象者の状況に応じて、適切な支援につなげることができるよ

う、別紙１で定める社会的養護自立支援拠点事業と併せて実施すること。 

 

８ 経費の補助 

  国は、予算の範囲内において都道府県等が事業のために支出した費用について、別

に定めるところにより補助するものとする。 
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（別紙３） 

 

社会的養護自立支援実態把握事業実施要綱 

 

１ 目的 

措置解除者等や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等

（以下「社会的養護経験者等」という。）への自立支援が確実に提供されるための環

境整備を推進するため、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査の実施や関係機関

との連携の強化に必要な支援を行う。 

 

２ 実施主体 

本事業の実施主体は都道府県、指定都市、児童相談所設置市（以下「都道府県等」

という。）とする。 

なお、都道府県等は、３に掲げる事業内容の全部又は一部について、当該事業を適

切に実施することができると認めた者に委託して実施することができる。 

 

３ 事業内容 

以下の（１）及び（２）の事業を行うこと。 

（１）社会的養護自立支援協議会の設置 

ア 社会的養護経験者等をはじめ、当該地域を管轄する児童相談所や市町村（こ

ども家庭センター）、児童福祉施設、里親、ファミリーホーム、自立援助ホー

ム、社会的養護自立支援拠点事業所、医療機関、就労支援機関等の関係機関が

協議を行う場（以下「社会的養護自立支援協議会」という。）を設置するこ

と。 

イ 社会的養護自立支援協議会においては、（２）に掲げる調査内容等を検討す

ること。また、調査結果に基づき、都道府県等における自立支援の体制の評価

や、支援ニーズに則した支援体制の構築について検討を行うこと。 

ウ 社会的養護自立支援協議会の構成員については、原則、実施主体が選定する

こととし、社会的養護経験者等も構成員とするなど、社会的養護経験者等の意

見聴取・参画の機会を設けるとともに、年４回以上を目途として開催するこ

と。 

（２）社会的養護経験者等実態把握調査 

ア 次のいずれかに該当する者の実態を把握するための調査を実施すること。 

    ① 小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託を解除された者 

② 乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設への措置

を解除された者 

③ 母子生活支援施設における保護を受けていた者 

④ 児童自立生活援助の実施を解除された者 

⑤ 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）第 33 条第１



11 

項又は第２項の規定により、一時保護が行われていた者 

⑥ 法第 26 条第１項第２号又は第 27 条第１項第２号に規定される指導が行わ

れていた者 

⑦ 虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった者等であっ

て、都道府県等が必要と認める者 

イ 調査の実施に当たっては、以下の項目を参考とし、社会的養護自立支援協議

会において、各地域の実情を考慮した上で項目を策定するものとする。 

（ⅰ）就労・就学の状況 

（ⅱ）住まい・家計の状況 

（ⅲ）家族の状況 

（ⅳ）健康状態・医療サービスの提供状況 

（ⅴ）生活していた施設等とのつながり・受けたサポートの内容と評価 

（ⅵ）相談相手の有無 

（ⅶ）公的なサポートへの意見・要望 

（ⅷ）その他、各地域における自立支援の提供に必要な情報 

ウ 調査方法は各地域の実情に応じたものとすること。ただし、社会的養護経験

者等が回答を行うことが困難とならないよう留意すること。 

エ 調査を実施するに当たっては、入所等していた施設等の協力を得る等して、

実態把握に努めること。 

オ 調査により得られた結果は社会的養護自立支援協議会に報告すること。 

 

４ 留意事項 

（１）事業の実施により得られた結果は、都道府県等が策定する都道府県社会的養育

推進計画に反映すること。 

 （２）個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間での情報の共有に努める

とともに、職員が業務上知り得た情報を漏らすことがないよう、個人情報の取扱

い等について守秘義務を課すこと。 

なお、事業の全部又は一部を委託して実施する場合は、委託先との契約におい

ても守秘義務を課すこと。 

 （３）都道府県等は、３に掲げる事業を委託して実施する場合については、同一の者

に委託して実施することが望ましいが、適切な事業運営が行われる場合には、

別々の者に委託して実施することも差し支えないこと。 

 （４）事業の実施に当たっては、「社会的養護経験者等への支援に関するガイドライ

ン」（令和６年３月 30 日付けこ支家第 186 号こども家庭庁支援局長通知）で示

した内容を十分に踏まえて実施すること。 

 

５ 経費の補助 

  国は、予算の範囲内において都道府県等が事業のために支出した費用について、別

に定めるところにより補助するものとする。 


